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サイバー犯罪対策課

インターネットの利用により、誰もが簡単に情報を
発信できるようになりました。その中には不確かな情
報など様々なものがあります。

◇ 過去の事例 ◇
ウソや根拠のない情報を拡散すると・・・

○ 交通事故の関係者と無関係の会社を「容疑者の勤務先」など

とSNSに投稿 →名誉毀損
○ 地震発生直後、「動物園からライオンが逃げた」というデマ

情報をSNSへ投稿 →偽計業務妨害
善意でも・・・

○ 避難所で「ミルクを配っている」という投稿が拡散

→物資が無くなった後も被災者が殺到


